[bookmark: TOP][bookmark: Front][bookmark: HIT_ROW1]○一般海域の利用に関する条例
平成十年三月二十四日
山口県条例第三号
[bookmark: HIT_ROW2]一般海域の利用に関する条例をここに公布する。
[bookmark: HIT_ROW3]一般海域の利用に関する条例
[bookmark: Main][bookmark: J1][bookmark: J1_K1](目的)
第一条　この条例は、一般海域の機能を損なうおそれのある行為を規制することにより、一般海域の適正かつ公平な利用を確保することを目的とする。
[bookmark: J2][bookmark: J2_K1](定義)
第二条　この条例において「一般海域」とは、海域(海底の区域を含む。)であって、次に掲げる区域内のもの以外のものをいう。
[bookmark: J2_K1_G1]一　漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により市町長、知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域
[bookmark: J2_K1_G2]二　港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域、同条第八項に規定する開発保全航路、同法第五十五条の三の四第一項に規定する緊急確保航路及び同法第五十六条第一項の規定により知事が公告した水域
[bookmark: J2_K1_G3]三　日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の規定によりアメリカ合衆国が使用を許されている区域
(平一二条例一一・平一三条例一九・平一四条例二五・平一七条例五二・平二八条例五〇・一部改正)
[bookmark: J3][bookmark: J3_K1](占用等の許可)
第三条　一般海域において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
[bookmark: J3_K1_G1]一　一般海域の占用
[bookmark: J3_K1_G2]二　土石(砂を含む。以下同じ。)の採取
[bookmark: J3_K1_G3]三　土石の投入その他の海底の形質を変更する行為
[bookmark: J3_K2]2　前項の許可には、一般海域の適正かつ公平な利用を確保するために必要な限度において、条件を付することができる。
[bookmark: J3_K3]3　国又は地方公共団体が行う事業についての第一項の規定の適用については、国又は地方公共団体と知事との協議が成立することをもって、同項の許可があったものとみなす。
(平一二条例一一・一部改正)
[bookmark: J4][bookmark: J4_K1](適用除外)
第四条　前条第一項の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。
[bookmark: J4_K1_G1]一　公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて行う行為
[bookmark: J4_K1_G2]二　漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十条の免許又は同法第六十五条第一項の規則若しくは水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項の規則の規定に基づく許可を受けて、水産動植物の採捕又は養殖のために行う行為
[bookmark: J4_K1_G3]三　海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項、第八条第一項、第三十七条の四若しくは第三十七条の五の許可を受け、又は同法第十条第二項(同法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による協議をして行う行為
[bookmark: J4_K1_G4]四　前三号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして規則で定める行為
(平一二条例一一・一部改正)
[bookmark: J5][bookmark: J5_K1](許可の基準)
[bookmark: _GoBack]第五条　知事は、第三条第一項各号に掲げる行為で次の各号に定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
[bookmark: J5_K1_G1][bookmark: HIT_ROW4]一　公衆の一般海域の利用に著しい支障が生じないものであること。
[bookmark: J5_K1_G2]二　公共性のある事業の遂行に著しい支障が生じないものであること。
[bookmark: J6][bookmark: J6_K1](地位の承継)
第六条　第三条第一項の許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
[bookmark: J6_K2]2　前項の規定により地位を承継した者は、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
[bookmark: J7][bookmark: J7_K1](監督処分)
第七条　知事は、次の各号の一に該当する者に対して、第三条第一項の許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は行為の中止、原状回復その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。
[bookmark: J7_K1_G1]一　この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
[bookmark: J7_K1_G2]二　第三条第二項の条件に違反した者
[bookmark: J7_K1_G3]三　偽りその他不正の手段により第三条第一項の許可を受けた者
[bookmark: J7_K2]2　知事は、公益上やむを得ない必要があるときは、第三条第一項の許可を受けた者に対し、前項の規定による処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
[bookmark: J8][bookmark: J8_K1](完了の届出等)
第八条　第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は廃止したときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
[bookmark: J8_K2]2　知事は、前項の規定による届出があった場合において、一般海域の適正かつ公平な利用を確保するために必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、原状回復その他必要な措置をとることを命ずることができる。
[bookmark: J9][bookmark: J9_K1](立入検査等)
第九条　知事は、この条例の施行に必要な限度において、第三条第一項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る行為に関し報告させ、又はその職員に、当該行為に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入り、当該行為の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
[bookmark: J9_K2]2　前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
[bookmark: J9_K3]3　第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
[bookmark: J10][bookmark: J10_K1](占用料等)
第十条　県は、第三条第一項第一号又は第二号に掲げる行為(以下「占用等」という。)に係る許可を受けた者から、別表に定める占用料又は土石採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。
[bookmark: J10_K2]2　占用料等は、第三条第一項の許可をした日から一月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、占用等をすることができる期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。
[bookmark: J10_K3]3　知事は、公益上特に必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、占用料等を減免することができる。
[bookmark: J10_K4]4　既納の占用料等は、還付しない。ただし、第七条第二項の規定により第三条第一項の許可を取り消したときその他知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
[bookmark: J11][bookmark: J11_K1](規則への委任)
第十一条　前各条に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
[bookmark: J12][bookmark: J12_K1](罰則)
第十二条　次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
[bookmark: J12_K1_G1]一　第三条第一項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者
[bookmark: J12_K1_G2]二　第三条第二項の条件に違反した者
[bookmark: J12_K1_G3]三　偽りその他不正の手段により第三条第一項の許可を受けた者
[bookmark: J13][bookmark: J13_K1]第十三条　第九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
[bookmark: J14][bookmark: J14_K1]第十四条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
[bookmark: J15][bookmark: J15_K1]第十五条　偽りその他不正の手段により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料に処する。
[bookmark: F1]附　則
[bookmark: F1_J0_K1](施行期日)
1　この条例は、平成十年六月一日から施行する。
[bookmark: F1_J0_K2](経過措置)
2　この条例の施行の際現に一般海域の管理について定めた規則の規定によりされている許可は、第三条第一項の許可とみなす。
[bookmark: F1_J0_K3]3　前項の規定により第三条第一項の許可とみなされる許可(以下「旧許可」という。)に係る占用料等については、なお従前の例による。
[bookmark: F1_J0_K4]4　旧許可を受けて一般海域の占用を行っている者が当該旧許可の期間の満了後引き続き第三条第一項の許可を受けて行う当該占用に係る占用料の額については、第十条第一項の規定にかかわらず、同項の占用料の額を限度として知事が別に定めることができる。
[bookmark: F2]附　則(平成一二年条例第一一号)抄
[bookmark: F2_J0_K1](施行期日)
1　この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
[bookmark: F3]附　則(平成一三年条例第一九号)抄
[bookmark: F3_J0_K1](施行期日)
1　この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
[bookmark: F4]附　則(平成一四年条例第二五号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
[bookmark: F5]附　則(平成一七年条例第五二号)
この条例は、平成十八年三月二十日から施行する。
[bookmark: F6]附　則(平成二六年条例第一〇号)抄
[bookmark: F6_J0_K1](施行期日)
1　この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
[bookmark: F7]附　則(平成二八年条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第十条関係)
(平二六条例一〇・一部改正)
	項
	名称
	区分
	単位
	金額

	一
	占用料
	電線等の線類又は水管等の管類
	外径が〇・一メートル未満のもの
	長さ一メートルにつき一年
	八円

	
	
	
	外径が〇・一メートル以上〇・四メートル未満のもの
	
	六十円

	
	
	
	外径が〇・四メートル以上のもの
	
	八十円

	
	
	電柱、電話柱等の柱類
	一本につき一年
	四百八十円

	
	
	その他のもの
	占用面積一平方メートルにつき一年
	百五十円

	二
	土石採取料
	土砂
	一立方メートルにつき
	八十六円四十銭

	
	
	砂
	
	九十七円二十銭

	
	
	砂利、くり石又は玉石
	
	百十八円八十銭

	
	
	転石
	粒径が〇・三メートル以下のもの
	一個につき
	五十四円

	
	
	
	粒径が〇・三メートルを超え〇・四五メートル以下のもの
	
	八十六円四十銭

	
	
	
	粒径が〇・四五メートルを超えるもの
	
	百十八円八十銭

	
	
	埋立てに伴うしゅんせつ又はしゅんせつに伴う埋立てのために採取する土石
	一立方メートルにつき
	二十七円

	備考
一　占用等をすることができる期間が翌年度以降にわたる場合における占用料等の額は、各年度ごとに算定するものとする。
二　占用物件の長さ、占用面積若しくは土石の体積が一メートル、一平方メートル若しくは一立方メートル未満であるとき又はこれらの長さ、面積若しくは体積に一メートル、一平方メートル若しくは一立方メートル未満の端数があるときは、一メートル、一平方メートル又は一立方メートルとして計算するものとする。
三　各年度ごとの占用をすることができる期間が一年未満であるときは、月割をもって計算し、なお、一月未満の端数があるときは、一月として計算するものとする。
四　三にかかわらず、占用をすることができる期間が一月未満である場合における占用料の額は、日割をもって計算した額に一・〇八を乗じて得た額とする。
五　占用料等の額が百円に満たないときは、百円とする。


[bookmark: END]フォームの始まり
フォームの終わり

